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Abstract 

Following the implementation of the revised Immigration Control and Refugee Recognition Act 

in April 2019, which includes a new type of visa that allows thousands of foreign people to work in 

Japan, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology conducted a second 

nationwide survey on the schooling status of children of foreign nationality in 2022. The survey 

revealed that out of 133,300 foreign children, there may be as many as 10,000 children who are not 

attending Japanese schools despite being eligible for enrolment. This is a situation that cannot be 

overlooked from the perspective of achieving the SDGs, which are based on the principle of 'no one is 

left behind', and the Universal Declaration of Human Rights, which states that 'all children must 

have free primary education as a duty'. So far, various initiatives have been taken by local 

municipalities to address these issues. However, the response is still left to the efforts of individual 

municipalities, and there is still a large disparity between municipalities. Therefore, initiatives of 

Echizen, Fukui, an advanced multicultural region were reported. Echizen abolished the nationality 

clause in 2000 and employed foreign staff member in 2014. It is also working to promote 

multiculturalism in cooperation with a business and a university. In particular, the budget has been 

increased, to ensure the availability of personnel to support foreign children. It is expected that each 

municipality will take up the example of advanced municipalities such as Echizen, Fukui. 

 

Keywords:  multicultural childcare and education, foreign children, municipalities, initiatives, 
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はじめに 

 

筆者らは，これまで群馬県大泉町において，多様

な社会的・文化的背景を持つ人々が互いを尊重しな

がら共に暮らすことのできる多文化共生社会の実現

に向け，外国にルーツを持つ子どもを対象とした保

育・教育に関する研究を行ってきた。その中で，外

国にルーツを持つ子どもたちが，日本語理解の問題

や，就学義務の対象外であるということなどから，

適切な教育を受けることができず，日本社会から置

き去りにされてしまう事例を目の当たりにしてきた。 

文部科学省が 2022 年 3 月に発表した 2021 年度

の調査注 1によると，義務教育年齢の外国籍の子ども

は全国で 13 万 3,310 人に上る。かれらの就学先は

一般的な日本の小中学校が 11 万 2,148 人，外国学

校（外国人学校）などが 7,922 人である。一方で，

不就学が 649 人，3,194 人が出国・転居，8,597 人

の就学状況が確認できず，「不就学」の可能性のある

子どもは約１万 46人であることが明らかになった。

これは，「誰ひとり取り残さない」を理念とした

SDGs の達成，「すべての子どもが義務としての初等

教育を無償で受けられなければならない」とする世

界人権宣言の観点からも看過できない事態である。 

こうした外国にルーツを持つ子どもたちへの教育

問題が顕在化してきたのは，出入国管理及び難民認
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定法（入管法）が改正された 1990 年以降である。

この入管法の改正は，一方で外国人の単純労働への

就労を明確に禁止することによって，無制限な外国

人労働者の流入を防ぎながら，他方で外国人の在留

資格を大幅に緩和することで，日系人が日本国内で

単純労働に従事することを可能にしたのである（駒

井 2015）１）。かれらは，就労開始初期には単身で来

日し，短期間の「出稼ぎ」を行う傾向が強かったが，

2000 年頃から家族を帯同するケースが増加した（宮

島・太田 2005）２）。 

1990 年の入管法改正から約 30 年を経た 2018 年

6 月，安倍晋三元首相が骨太の方針において，新た

な在留資格を創設したうえで，2019 年 4 月に入管

法を一部改正した。これにより，日本政府は 50 万

人超の外国人労働者の受け入れ増を見込み，人材不

足の解消とともに，生産性を向上していこうとした

のである。 

この新たな展開に伴って，ますます外国人労働者

や，その家族としての子どもの数は増加していくこ

とが推察された。しかし，2018 年の一部改正入管法

施行から 3 年余，その大半の時間は新型コロナウイ

ルス感染拡大による入国制限等に費やされ，外国に

ルーツを持つ子どもの教育についての十分な議論は

されていないように思われる。 

コロナ禍により，日本における外国人人口は 2019

年の約 293 万人をピークに，2020 年，2021 年はや

や減少したものの，2021 年 12 月末現在も約 276 万

人を数える（図 1）注 2。そして，新型コロナウイル

ス感染に関する規制が緩和されるとともに，外国人

人口は再び増加に転じることが予想される。

 

 

          

外国にルーツを持つ子どもたちに対する教育に関

しては，不就学あるいは学習権保障などの観点から

さまざまな論考がなされてきた。是川（2012）３）は，

外国人の不就学問題を含めた教育的課題への対応を

検討する中で，社会統合政策をはじめとしたより一

層の政策的対応の必要性を訴えた。保育現場におい

ても，言語コミュニケーションの困難によるさまざ

まな課題が取り上げられた（中川 2003４），久富 2004

５），佐々木 2012６））。そして，外国にルーツを持つ

子どもの就学後の課題としては，ダブルリミテッド・

バイリンガル（母語も日本語も年齢相応に発達して

いない状況）に起因する学力不振があげられる

（Cummins 1989）７）。 

子どもの学習面において母語と第二言語の発達は

相互依存し，母語による学力向上を行いながら，第

二言語を習得することは，子どもの言語能力全体を

伸ばすことにつながるという（Cummins, J. & 

Swain, M. 2014）８）。つまり，母語を維持しながら

第二言語を学ぶことが学力向上にもつながるという

ことである。それに関して，佐々木（2020）９）は保

育現場に母語を理解できる保育者が常在ることで，

外国籍児童が安心して生活できるとともに，母語を

維持しながら日本語を学ぶことができると述べてい

る。 

1990 年の入管法改正から 30 年余が経過する中で，

上述の先行研究のように，外国にルーツを持つ子ど

図 1 日本における外国人人口の推移 
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もの保育・教育に関わる多くの議論がなされてきた。

それと同時に，国や地方自治体によるさまざまな法

整備や取り組みも行われてきたのである。しかしな

がら，未だ外国にルーツを持つ子どもの保育・教育

への対応は各自治体の努力に委ねられているため，

自治体による格差が大きいのが現状である。これに

対して小島（2021）10）は，自治体関係者に向けて，

「誰ひとり取り残さない」ために自治体単独ででき

る外国にルーツを持つ子どもの教育施策を提案する

とともに，現行の中でできる具体的事項をまとめて

いる。 

そこで，筆者らは，新型コロナウイルス感染拡大

が一旦落ち着いた 2022 年 8 月に多文化共生に先進

的な取り組みを行っている福井県越前市を訪問し，

同市の支援について，言語的アプローチに焦点をあ

てて聞き取り調査を行ったので，ここに報告する。

そして，越前市におけるこれらの取り組みが，他の

自治体の参考になることを願うものである。 

 

１． 越前市の概要 

 

越前市は，福井県の中央部に位置し，2005 年に旧

武生市と旧今立町が合併して誕生した。近年は，最

先端技術を駆使して製造される電子・自動車・家電

部品産業やニットアパレル産業などが盛んで，福井

県下第一の製造品出荷額等を誇る「ものづくり都市」

として発展を続けている。同市は，電子機器メーカ

ーを中心とした工業地域であり，それが労働力とし

て外国人の雇用を生み出した。 
図 2 注 3は，越前市の外国人登録者数の推移を示し

たものである。2022 年 4 月 1 日現在の外国人登録

者数は 5,173人で市の人口約 81,500 人の 6.3％であ

り，そのうち 75.7％をブラジル人が占めている。 

 

 

 

越前市の大虫地区に位置する株式会社福井村田製

作所（福井村田製作所）は，現在 2,000 人以上のブ

ラジル人を雇用し，越前市の多文化共生を支援して

いる。この福井村田製作所が位置する大虫地区の外

国人人口比率は，2022 年 4 月現在，14.2％，同製作

所に近い西地区の比率は，17.3％である。 

そうした状況から，市内の外国人児童・生徒数も

増加しており，2022 年 4 月 1 日現在の人数は，小

学校で 157 人，中学校で 82 人，合計 239 人であり，

その割合は 3.8％である。図 3 注 3は，外国人児童・

生徒の在籍が多い保育園，幼稚園，小学校，中学校

の外国人児童・生徒の割合を示したものである。外

国人児童が約半数を占める保育園があることがわか

る。 

また，中学生・小学生の外国人比率に比べて，就

学前の子どもの比率は高く，今後この子どもたちが

小学校，中学校へと進んでいくことになる。 

 

                          

    

 

なお，越前市は，2001 年に全国で初めて全ての

職種から国籍条項を取り除き，配置，昇任などの任

用制限までを撤廃したことで知られている。同市で

は，1998 年 10 月から総務課長を中心に「職員採

用要件見直し研究会」を設置して検討を重ね，公権

力をもつのは市町村長など責任者だけとして，助役

まで外国人も就任可能とし，全国的な国籍条件撤廃

の流れを生み出したのである。そして，2014 年 4

月にこれまで臨時職員として通訳を担当していた職

員を正式に採用し，名実ともに職員における国籍の

壁をなくした自治体である。 

また，2020 年には，市役所 1 階に「多文化共生

総合相談ワンストップセンター」を開設し，外国人

市民の生活についての相談や情報提供を多言語で行

っている。同センターへの外国人市民の相談件数図２ 越前市における外国人人口の推移 

図３ 外国人児童・生徒の割合 
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は，年々増加している。 

 

２． 越前市の取り組み  

 

外国人，日本人共に住みやすいまちを目指す越前

市の多文化共生推進プランは，子どもに日本語の初

期指導を行う「プレクラス」の新設や，多言語翻訳

機の導入など 66 の施策からなり，2019 年度から 5

年の期間でこのプランを実施している。その重点施

策は，「多文化共生社会の実現に向けた啓発，交流

促進」と「子育て教育環境の充実」を二本柱に据え

た取組である。 

以下に，「子育て教育環境の充実」に視点をおい

た取り組みについて示したい。以下は，越前市役所

総務部市民協働課，ダイバーシティ推進室室長およ

び，福祉部こども家庭課，副課長からの聞き取りの

結果から明らかになったことである。 

 

１） 子どもをサポートする人材の加配 

越前市は，外国人児童・生徒の支援に係る人件費

を 2015 年度の 3,295 万円から 2022 年度は 7,476

万円と 7 年前に比べ約 120％増大した。その結果，

2022 年度の同市における日本語指導員・加配教員

数は，表 1 注 3のようになっている。福井村田製作

所からの寄付も含め，市費による雇用が 24 名，県

費による雇用 7 名，市・県・国費それぞれ 3 分の 1

ずつによる雇用が 9 名，計 40 名となっている。ま

た，福井村田製作所からの派遣職員も 2 名含まれ

ている。 

 

  

  

 

アクセスワーカーとは，日本語への翻訳や保護者

への言語対応，教育の補助などを行う職員のことで

ある。 

 

 

２） 企業および大学との連携・協働 

 福井村田製作所は，代表取締役社長の野村愼治氏

のトップメーセージ，「これまで以上に地域社会と

の調和が求められていることを感じております。

『そこに村田があることが地域の喜びであり誇りで

あるように』という創業当初の志を大切にしなが

ら，地域社会とともに持続的に成長できるよう努力

と貢献を進めてまいります」という理念の下，外国

人児童・生徒の支援に係る人件費を寄付するととも

に，同製作所が所有する派遣会社を通して 2 名の

ブラジル人を派遣している。また，仁愛大学の市民

講座に寄付するなど，教育環境の充実に大きく寄与

している。 

 仁愛大学は，越前市と 2018 年に戦略的連携 PT

を発足させ，保育士及び学生を対象としたポルトガ

ル語入門講座を開講するなど，多文化共生を推進す

るための連携を続けている。 

 2020 年 3 月 31 日，「仁愛大学ポルトガル語寄附

講座の設置に関する協定書調印式」が行われ，越前

市，福井村田製作所，仁愛大学が協定書に署名し

た。それにより，仁愛大学は，「仁愛大学ポルトガ

ル語寄附講座」を 2020 年度より開設した。 

 

３）保育士と幼稚園教諭の採用試験にポルトガル語 

 越前市は，2019 年度から，保育士および幼稚園

教諭の採用試験でポルトガル語会話を導入した。筆

記試験通過後の面接で，ポルトガル語の簡単な日常

会話を試し，能力に応じて点数を加算するものであ

る。なお，2020 年度からは，市の採用試験に使用

する履歴書から，性別欄を削除している。 

 

４）考察 

 越前市では，近年の外国人の永住・定住化の高ま

りから，外国人を一時的な滞在者ではなく，地域住

民としての視点をもった支援を行っている。そし

て，多文化共生を取り巻く課題や考え方を整理する

とともに，日本人市民が外国人市民を同じ市民とし

てお互いを理解・尊重できるよう，市民・市民団

体・企業・大学など各種団体と行政が協働して，さ

まざまな取り組みを行っていることが，今回の調査

でわかった。 

 特に，同市と福井村田製作所・仁愛大学との連

携・協働は，多文化共生実現に向けて大きな役割を

果たしている。外国人労働者を多く雇用する福井村

田製作所が，外国人支援のための寄付金や，人材を

保育園 幼稚園 小学校 中学校

4人 3人

5人 4人

5人 2人

1人

3人

6人

担当者名

日本語初期指導

アクセスワーカー

日本語基礎指導担当者

日本語加配教員

外国人対応臨時教諭

外国籍児童対応員

外国籍児童補助員

3人

4人外国人児童・生徒対応支援員

表１ 外国人児童・生徒をサポートする人材 
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市行政に提供することはもとより，仁愛大学の講座

への寄付は，多文化共生保育・教育を支える非常に

大きな力になっていると考えられる。特に，ポルト

ガル語と日本語を理解できる人材が保育現場で子ど

もたちと生活を共にすることで，日本語が理解でき

ない外国籍児童も，ポルトガル語を理解できない保

育者・日本人児童も安心して園生活を送ることがで

きているのではないだろうか。 

 さらに，同市においては，保育士・幼稚園教諭の

採用試験にポルトガル語を導入するなど，革新的な

取り組みが行われており，この取り組みは，越前市

で働く保育者のポルトガル語への関心を高めるとと

もに，越前市に暮らす外国人の子どもの保育・教育

の充実につながるものと考える。 

 

３． 仁愛大学の取り組み 

 

仁愛大学は 2001 年に，地元越前市の支援と福井

県の協力を得て開学した。「人間」をキーワードとし

て 2 学部を擁し，人間学部には「人間関係」をテー

マとして心理学科とコミュニケーション学科があり，

一方，人間生活学部には，「人間生活」をテーマとし

て，健康栄養学科と子ども教育学科がある。そして，

大学院人間学研究科には臨床心理学専攻がある。 

 以下に，仁愛大学の多文化共生に係る取り組みを

示したい。これらの取り組みは，仁愛大学副学長の

石川昭義教授及びゼミ生 1 名と，筆者らの意見交換

会での内容を基に紹介し，考察するものである。な

お，石川教授は越前市多文化共生推進プランの策定

委員長も務めた。 

 

１）保育者及び学生のためのポルトガル語講座 

越前市と仁愛大学は，戦略的連携 PT 事業の一環

として，2018 年度から 2 年間に渡り「保育者及び

学生のためのポルトガル講座」を実施した。この講

座は，2018 年度に 5 回，2019 年度に 4 回，計 9

回実施された。 

この講座は，保育・教育に携わる現職者と保育者

を目指す子ども教育学科学生が，ポルトガル語の習

得と異文化理解を目指して実施され，保育者の受講

は研修扱いとされていた。また，子ども教育学科の

学生には，この講座の中での現職者との交流を通し

て，保育者に求められる資質・能力を理解し，今後

のキャリア形成に生かしていくことが期待された。 

この講座の講師は，越前市の正職員 2 名が担当

し，うち 1 名はブラジル出身の正職員であった。

ポルトガル語を学ぶだけでなく，ブラジルの手遊び

を行ったり，ブラジル料理をケータリングするな

ど，学生と現職者の交流を図るためのさまざまな取

り組みが行われた。 

 

２）仁愛大学ポルトガル語寄附講座  

 仁愛大学は，多文化共生社会の推進に取り組む越

前市からの要請を受け，越前市並びに福井村田製作

所からの寄附のもと，2020 年 4 月に「仁愛大学ポル

トガル語寄附講座」として，ポルトガル語に関する

授業と，公開講座を開設した。 

 正課授業としては，人間学部・人間生活学部の学

部共通科目である外国語科目に，「ポルトガル語 a（1

年前期）」，「ポルトガル語 b（1 年後期）」を開講し，

単位認定を行っている。また，2021 年度の公開講座

としては，「初めて学ぶポルトガル語（全 3 回）」，

「こどもと楽しむ和食文化（ポルトガル語通訳あ

り）」，「日本人がブラジル人との交流を深めるために

知っておきたいこと」などがある。 

 

３）石川昭義ゼミの取り組み 

仁愛大学人間生活学部子ども教育学科の石川昭義

教授（現副学長）は，2020 年にゼミ生とともに「ぽ

るとがるごにほんごことばえじてん」（写真 1）注 4を

作成した。 

 

 

この絵辞典は，日本の四季をテーマとして，季節

写真 1 ことばえじてん 
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ごとの言葉をポルトガル語と日本語で表し，ポルト

ガル語の発音もカタカナで表記されている。 

 2021 年度には，越前市の小学校の協力のもと，算

数につまずく児童が理解できるよう，ポルトガル語

による初歩的なの算数教材（足し算すごろくゲーム）

を試作した（写真 2，3，4）注 4。このゲームは，2つ

のサイコロをつなぎ合わせて足し算をするという操

作を求めるものであり，算数教育で重視される，立

体的な視覚的支援の「数の合成と分解」として考案

された。これは，協力いただいた小学校で活用され

ている。 

 

 

 

 

 

2022 年度には，先輩の作った算数教材（ポルトガ

ル語すごろく）を発展させようと，「ポルトガル語の

算数絵本」の作成に取り組んでいる。この絵本のテ

ーマは「ひきざん」で，「ひく（引く）」とか「さ（差）」

というものをどのように子どもたちにわかってもら

うかということを考えながら，作成している。これ

は，福井県の「未来協働プラットフォームふくい推

進事業」により取り組んでいるものである。 

 なお，これらの取り組みは，2022 年 11 月 25 日

に福井テレビの「輝け！ふくいチャレンジャー」で

紹介された。 

 

４）考察 

 地域に根差した仁愛大学は，地域貢献に積極的に

取り組み，自治体との相互協定や各種団体との連携

を通して，公開講座など地域の発展を支援する，さ

まざまな取り組みを行っている。 

 仁愛大学では，地域住民に向けて多彩な公開講座

を開講している。中でも，越前市と福井村田製作所

の寄附による寄附講座は，多文化共生の一環として

位置付けられている。外国人親子を対象とした，和

食文化を学ぶ講座や，ポルトガル語を学ぶ講座，ブ

ラジル文化や歴史を学ぶ講座など，日本人市民が共

に暮らすブラジル人との共生に目を向ける講座とな

っている。 

 また，石川ゼミが作成した「ぽるとがるごにほん

ごことばえじてん」は，越前市内の幼児教育・保育

施設に寄贈され，保育現場で活用されている。この

絵本を使って，ブラジル人児童と日本人児童が交流

したり，保育者と子どもとのコミュニケーションも

深まっているに違いない。 

 さらに，現在作成中の算数教材も，算数につまず

くブラジル人児童が楽しく学ぶことのできる教材と

なることが期待され，早期の完成が待たれる。 

 

４． 上太田保育園の取り組み 

 

2022 年 7 月現在の，上太田保育園の園児数は 68 

名，うち外国籍児童数は 31 名で全体の約 46％を占

めている。職員構成は，園長 1 名，主任 1 名，保育

士 16 名（正規職員 5 名・再任用職員 1 名・会計任

用職員 7 名），保育補助職員は 5 名である。加えて，

外国籍保育補助職員 5 名，ポルトガル語通訳（翻訳）

者（週 3 日勤務）が 1 名在園し，1 歳以上の各クラ

写真 2 ポルトガル語算数教材：すごろくゲーム 

写真３ ポルトガル語算数教材：右用・左用サイコロ 

写真４ ポルトガル語算数教材：あそびかた 
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スに外国籍保育補助職員 1 名が配置されている。 

保育サービスとしては，外国籍児童の保育と共に，

早朝・延長保育，一時預かり保育，障害児保育，土

曜 1 日保育，育児相談なども実施している。 

以下に，上太田保育園の多文化共生に関する取り

組みを紹介したい。これらの取り組みは，筆者らが

上太田保育園を見学し，園長からの説明を基に紹介

し，考察するものである。 

 

１）言語に係る取り組み 

 外国籍保育補助職員やポルトガル語通訳者との連

携を密にし，外国籍児童やその保護者の対応を丁寧

に行っている。また，日本人職員も簡単なポルトガ

ル語を覚え，対応している。そのための研修を行っ

たり，園内にポルトガル語対応表（気持ち・保育・

生活面に必要な言葉）を掲示するなどしている。写

真 5 注 5 は，ポルトガル語対応表の中の「気持ち編」

を示したものである。 

また，活動の流れを視覚的に理解できるよう，イ

ラストや写真を用いて説明等を行っている。次の写

真 6 注 5は，絵本の借り方，返し方を絵と日本語とポ

ルトガル語で表示したものである。 

 

 

 

 

 

２）生活と遊びに係る取り組み 

 ブラジルの歌や手遊びなどを活動に取り入れたり，

ポルトガル語の絵本を読み聞かせたりしている。ま

た，運動会や発表会の際には，ブラジルの遊びを取

り入れている。さらに，外国籍児童と日本人児童が，

同じ活動を共有する経験を大切にするとともに，ブ

ラジルの食文化を知るために，給食にブラジル食を

取り入れている（写真 7）注 5。 

 

 

 

 

３）保護者との関わり 

外国籍の保護者が理解できるよう，園内すべての
写真５ ポルトガル語対応表 

写真６ 視覚的表示 

写真７ ブラジル食の給食 
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掲示物を日本語とポルトガル語の２言語で表示して

いる。ドキュメンテーションも 2 言語で作成されて

おり，2 言語で書かれた「幼児期の終わりまでに育

ってほしい 10 の姿」（写真 8）注 5が玄関に掲示され

ている。また，通訳者や外国籍保育補助職員を介し

て，子どもの園での様子や育ちについて丁寧に伝え

ている。

４）園内研修 

 2022 年 8 月には，外国籍補助職員による園内研修

が行われた。 

 

内容は，日本とブラジルの文化の違いについて・

保育園職員に知ってもらいたいこと・なんでも質問

コーナー・ポルトガル語講座・ブラジルの遊び（写

真 9）注 5についてである。 

 

５）今後の取り組み 

市内の 3つの公立保育園・幼稚園が 2024年 4月に 

認定こども園に統合する予定である。そこは，多文化・

医療的ケア児にも対応し，センター的役割を担う予定で

ある。 

また，今後の展望として，ポルトガル語を話せる外国

籍保育士を育成し，かれらが活躍できる保育現場を構

築することを目指す。さらに，外国籍保護者に対して，

日本での生活に必要な情報を発信するとともに，保護

者支援にもより一層力を入れていくことを目指している。 

 

６）考察 

 上太田保育園は，福井村田製作所をはじめとする

写真８ 日本語とポルトガル語による 10 の姿 

写真 9 ブラジルの遊び 
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市内企業の雇用背景の影響から，外国籍児童の入園

が多く，その数は年々増加している。同保育園は，

外国籍の保育補助員が各クラスに 1 名常駐している

ことと，通訳者が週 3 日勤務していることに大きな

特徴がある。 

多文化共生保育に対応し，言語コミュニケーショ

ンの問題を解決するための有効な手段として，「通訳」

の必要性が多くあげられている。通訳について，中

川（2000）11）は，単なる通訳ではなく，子どもと関

われることが望ましいと述べている。また，品川 

（2011）12）は，子どもの文化保障の役割としての通

訳配置が重要な視点となると示唆した。上太田保育

園は，子どもと関わる，まさに文化と言語保障を担

う人材が配置されていることになる。こうした状況

が，すべての資料や掲示物を 2 か国語で表すという

ことを可能にするとともに，すべての保育者がお互

いの文化を学び合い，協働していくことに繋がって

いると考えられる。 

同園は，外国人児童を受け入れ始めてから，保育

者ら自らがこれまでの保育のあり方や，自分の価値

観を問い直し，試行錯誤を繰り返しなら，現在は園

児一人一人が自分らしく楽しく園生活を送れること

を第一に考え，多文化共生保育を行っている。 

 

おわりに 

 

これまで，越前市における多文化共生保育・教育

における先進的取り組みを紹介してきた。1990 年の

入管法改正から 30 年余，外国人集住地域の自治体

は，独自に多文化共生への道標を創ってきた。 

国籍条項撤廃の流れを生み出したのは，ここに紹

介した越前市である。近年，その国籍条項撤廃に係

る運動が粘り強く続けられ，筆者らがフィールドと

している群馬県は，2023 年度の県職員の採用試験で，

知事部局にある 36 の職種で国籍に関する条項を撤

廃し，行政事務や薬剤師などの職種でも外国籍の人

が受験できるよう見直すことを打ち出した。しかし

その後，同案に対して反対意見が多く出たことから，

この案の実施延期が決まった。これは，大変残念な

ことではあるが，議題として取り上げられたことに

大きな意味があると感じている。そして，近い将来，

実現することを期待したい。 

一方，文部科学省が 2016 年 12 月に公布した「義

務教育の段階における普通教育に相当する教育の機

会の確保等に関する法律（教育機会確保法）」におい

て，学齢を超えた外国籍の人々への教育の権利が確

立し，すべての都道府県に少なくとも 1 つの夜間中

学の設置を目指し，設置促進に向けた取組みを推進

するとともに，既設の夜間中学の教育活動の充実に

向けた取組みを拡充している。群馬県も 2024 年の

開校を目指し，県立夜間中学の設置準備が進められ

ている。 

さらに，岐阜県可児市は，2005 年から外国籍の子

どもの不就学ゼロを目指した取り組みを行っている

（小島 2008）13）。具体的には，2003，2004 年度に

行政・民間団体・研究者が協働して外国籍の子ども

の就学実態を把握した。そして，その結果に基づき，

外国人登録窓口における就学年齢相当者への就学案

内，外国人登録係と教育委員会の連携による修学状

況の把握等，外国籍の子どもの教育に関する分掌規

程や，就学に関する手続等に係る規定の整備を行っ

た。その結果，翌年には外国籍の子どもの不就学が

ゼロとなり，同市は現在も不就学ゼロを目指した「先

進自治体」となっている。 

なお，就学前の取り組みについては，プレスクー

ル事業があげられる。愛知県は 2006 年度から，就

学前の外国にルーツを持つ子どもたちへの初期の日

本語指導と学校生活指導を行う，プレスクールモデ

ル事業を実施して，その成果を 2009 年度に「愛知

県プレスクール・マニュアル」として公開した。現

在，プレスクール事業は，幼児期の外国にルーツを

持つ子どもへの日本語指導を含むプログラムとして，

外国にルーツを持つ子どもとその保護者を就学につ

なげるための支援として全国に広がりをみせている。 

 このように，各自治体は，外国にルーツを持つ子

どもたちに対する教育へのさまざまな取り組みを行

っている。しかし，未だその対応は各自治体の努力

に委ねられているため，自治体による格差が大きい

のが現状である。そこで，越前市のような先進自治

体の事例を参考に各自治体が取り組むことを期待す

る。そして，外国にルーツを持つ子どもたちへの言

語学習支援を柱とした適切な教育機会を保障するこ

とが，かれらの未来を拓くことにつながると信じ，

今後も研究活動を続けていくつもりである。 

 

注 1：文部科学省，報道発表「外国人の子供の就学 

 状況調査（令和 3 年度）」の結果について 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09

/1421568_00002.htm 
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注 2：総務省在留外国人統計 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/to

ukei_ichiran_touroku.html 

を参考に筆者作成 

注 3：越前市役所総務部市民協働課，ダイバーシテ

ィ推進室資料を参考に筆者作成 

注４：石川昭義教授提供資料より作成 

注 5：資料や実物を筆者撮影 
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